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「ベースアップ評価料」「賃上げ支援給付金」学習会
のご案内 

 

ベーアップ評価料が診療報酬に新設されて２年がたち、今年度の診療報酬改定でも引き続きベースアッ

プ評価料を算定して賃上げに充てる方向が示されています。またいわゆる「賃上げ支援給付金」ではベー

スアップ評価料の届出が申請要件の１つとなっています。こうした状況の下で、いまだベースアップ評価

料の届出をしていない医療機関では、届け出をしたほうがいいのか悩んでいたり、「届け出をしたいがそ

の方法がよくわからない」といったところがあると考えられます。そこで今回、ベースアップ評価料をま

だ届出をしていない医療機関を対象とした学習会を開きます。届出をしたい場合には、届出書の作成がで

きるようにアドバイスしますので、ご参加ください。 

 

日時 ４月２３日（木）１８：３０～２０：００ 

会場 かるぽーと９階特別学習室 

     Web（ZOOM ミーティング）併用 

参加費 無料 

持参物 裏面に記載しているベースアップ評価料の届出に必要な数字をご用意いただいて

参加されれば、届出書に書き込むことができます。ダウンロードした届出書に直接入力をし

たい場合は、参加者ご自身でパソコンを持ち込んで作業していただいてもかまいません （ネ

ット環境が必要な場合は Wi-Fi ポケットもご持参ください）。 

 

Web（ZOOM ミーティング）参加登録はこちらから⇒ 

（当協会ホームページからも参加登録できます） 

会場参加申込書    高知保険医協会行き（FAX 088-832-5229）  〆切４月 20 日(月) 

医療機関名  担当者名  

住   所  

TEL  FAX  

参加者名 
職種             

氏名           

職種             

氏名           

職種            

氏名          

 



ベースアップ評価料の届出の際に必要な数値等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）（歯科含む）を届ける場合 
 ・「40 歳以上の医師・歯科医師、業務委託の勤務者」を除く自院の職員の常勤換算数 

〇外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）（歯科含む）を届ける場合 

 上記（Ⅰ）に必要なものに加えて以下のもの 
 ・「40 歳未満の常勤医師・歯科医師、看護補助者、事務職員」を除く自院の職員の月額賃金総額 

（直近 1 月） 

 ・自院の看護補助者、事務職員の月額賃金総額（直近 1 月） 
 ・自院の 40 歳未満の常勤医師・歯科医師の人数 

 ・自院で週 22 時間以上勤務する非常勤医師・歯科医師の人数 

 ・別欄記載（※）の点数の、直近 3 月の月ごとの算定回数 
〇入院ベースアップ評価料を届ける場合 

 上記（Ⅰ）（Ⅱ）に必要なものに加えて以下のもの 

 ・直近 3 月の 1 月あたりの述べ入院患者数（自由診療の患者数は数えない） 
  ・看護職員等の数（保健師、助産師、看護師、准看護師（非常勤を含む）の直近３月の各月の１日時点 

の人数の平均数（小数第二位を四捨五入）） 

 ・直近３月の各月の延べ入院患者数の平均数（小数第二位を四捨五入） 
 
※直近３月の月ごとの算定回数を調べなければならない項目 
  ・Ａ000 初診料（歯科の場合も） 

・Ｂ001-2 小児科外来診療料の１のイ若しくは２のイ     
・Ｂ001-2-11 小児かかりつけ診療料の１のイの(1)、１のロの(1)、２のイの(1)若しくは２のロの(1) 
・Ａ001 再診料（歯科の場合も） 
・Ａ002 外来診療料     
・Ａ400 短期滞在手術等基本料の１     
・Ｂ001-2 小児科外来診療料の１のロ若しくは２のロ     
・Ｂ001-2-7（歯科の場合は B004-1-6）外来リハビリテーション診療料 
・Ｂ001-2-8（歯科の場合は B004-1-7）外来放射線照射診療料     
・Ｂ001-2-9 地域包括診療料     
・Ｂ001-2-10 認知症地域包括診療料     
・Ｂ001-2-11 小児かかりつけ診療料の１のイの(2)、１のロの(2)、２のイの(2)若しくは２のロの(2)    
・Ｂ001-2-12（歯科の場合は B004-1-8）外来腫瘍化学療法診療 
・Ｃ001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の１のイ若しくは２のイ     
・Ｃ003 在宅がん医療総合診療料（訪問診療を行った場合に限る。） 
・Ｃ001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の１のロ若しくは２のロ     
・Ｃ001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 
・Ｃ000 の１歯科訪問診療料の１ 歯科訪問診療１（同一患家の患者について算定した場合を除く。） 
・Ｃ000 の１歯科訪問診療料の１ 歯科訪問診療１（同一患家の患者について算定した場合。）  
・Ｃ000 の２歯科訪問診療料の２ 歯科訪問診療２  
・Ｃ000 の３歯科訪問診療料の３ 歯科訪問診療３  
・Ｃ000 の４歯科訪問診療料の４ 歯科訪問診療４  
・Ｃ000 の５歯科訪問診療料の５ 歯科訪問診療５  
・Ｃ000 歯科訪問診療料の注 15  
・Ｃ000 歯科訪問診療料の注 19 

 


